
 

会　　　長
代表取締役

取締役会（２０名以内）

社　　　長
代表取締役

社外取締役

副　社　長
代表取締役

監査役会（７名）

社内監査役

社外監査役
（半数以上）

非業務執行取締役

【改革後の経営機構のイメージ】

意思決定・監督 業務執行

執行役員

本店部長

原子力発電所長

常務取締役
業務担当取締役

支店長

※太枠は代表取締役
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　　　　　　　　　　　　等から選任


